
土地所有権移転登記嘱託願チェックリスト

書類提出の際の留意点

・ 公共施設の管理に関する協議書の５項目目に記載されている「帰属について」を熟読し、

不備のないようにしてください。特に地目変更することと、登記面積と実測面積を一致

させる点に留意してください。

・ 官民境界承認書で承認印をもらう対象者は新たな公共施設に点又は線で接する土地所

有者が対象ですので漏れの無いよう願います。

・ 書類は上記表に記載されている管理課・開発審査課提出部数をそろえ開発審査課に提出

してください。（開発審査課提出書類はコピーで結構です。）

図書名 備考
管理課

提出部数

開発審査課

提出部数

１ 土地所有権移転登記嘱託願 １ １

２ 案 内 図 申請地朱書き ３ １

３ 土 地 利 用 計 画 図 帰属部分朱書き ３ １

４

公共施設の管理に関す

る協議書の写し（３２

条 協 議 ）

割印押印してあるもののコピー

（図面も含む） １ １

５ 登 記 嘱 託 書 ３ １

６ 印 鑑 証 明 １ １

７ 資 格 証 明 １ １

８
登記原因証明情報兼

登 記 承 諾 書
１ １

9 土 地 登 記 簿 謄 本 １ １

１０ 地 積 測 量 図 座標値を含む ３ １

１１ 公 図 ３ １

１２ 検 査 済 証 の 写 し １ １

１３ 公告（開発審査課にて添付）

１４ 官民境界承認書（帰属） １ １

１５ 公共施設部分求積図
検査時に管理課より求められた公

共施設部分の三斜求積図等
３ １



土地所有権移転登記嘱託願チェックリスト（道路帰属のない場合）

書類提出の際の留意点

・ 公共施設の管理に関する協議書の５項目目に記載されている「帰属について」を熟読し、

不備のないようにしてください。特に地目変更することと、登記面積と実測面積を一致

させる点に留意してください。

・ 官民境界承認書で承認印をもらう対象者は新たな公共施設に点又は線で接する土地所

有者が対象ですので漏れの無いよう願います。

・ 書類は上記表に記載されている提出部数をそろえ開発審査課に提出してください。（２

部提出する書類のうち、１部はコピーで結構です。）

図書名 備考
開発審査課

提出部数

１ 土地所有権移転登記嘱託願 １

２ 案 内 図 申請地朱書き １

３ 土 地 利 用 計 画 図 帰属部分朱書き １

４

公共施設の管理に関す

る協議書の写し（３２

条 協 議 ）

割印押印してあるもののコピー

（図面も含む） １

５ 登 記 嘱 託 書 2

６ 印 鑑 証 明 2

７ 資 格 証 明 2

８
登記原因証明情報兼

登 記 承 諾 書
2

９ 土 地 登 記 簿 謄 本 １

１０ 地 積 測 量 図 座標値を含む １

１１ 公 図 １

１２ 検 査 済 証 の 写 し １

１３ 公告（開発審査課にて添付）

１４ 官民境界承認書（帰属） １

１５ 公共施設部分求積図
検査時に管理課より求められた公

共施設部分の三斜求積図等
１


